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放課後児童クラブ運営業務委託（鵜沼地区）公募型プロポーザル実施要領 

 

１.目的 

本要領は、放課後児童クラブの安定的な運営と質の向上を図るため、本業務を適切に

遂行する能力及び技術力を有し、本業務の目的及び内容等が最も適した事業者を選定す

ることを目的とする。 

 

２.業務概要 

（１）業務名   放課後児童クラブ運営業務委託（鵜沼地区） 

（２）業務内容  「放課後児童クラブ運営業務委託（鵜沼地区）仕様書」による。 

（３）履行期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）委託料上限額  ３４６，７４８千円 

   （令和８年度 １１１，６８６千円 令和９年度 １１５，５３３千円 

令和１０年度 １１９，５２９千円） 

   ※本業務委託は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項第２号に規定する第二

種社会福祉事業であり、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条第１項に規定する消

費税非課税事業に該当する。 

 

３.参加資格 

応募者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

（１）法人格を有する者であること。 

（２）営業に関し法令上の許可、認可、免許等を必要とする場合において、これを受けて

いる者であること。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）による破産手続開始の申立てがなされていない

者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立てが成され

ていない者であること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（７）各務原市競争入札参加資格を有していること。 

（８）各務原市競争入札参加資格停止措置要綱（平成１４年９月３０日決裁）による指名

停止を受けていないこと。 

（９）各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年７月２３日決

裁）に基づく排除措置の対象となっていない者であること。又は同要綱別表に掲げる

措置要件に該当しないこと。 

（１０）公告日の前日までに児童福祉施設、社会福祉施設、教育事業、子育て支援事業の

いずれかの運営実績があり、業務を確実かつ円滑に遂行できる知識、経験が豊富な人

材を有する者であること。なお、契約実績については、指定管理を含むものとする。 

（１１）法人として児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の法律違反の経歴がない

こと。（行政機関による定期監査等で指摘を受けた軽微なもの又は既に改善されてい

る場合を除く） 

（１２）放課後児童クラブ運営業務等従事者に対し、放課後児童クラブ運営に関する教育

が徹底されていること。 
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４.失格要件 

（１）参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）提出資料が提出期限を過ぎて提出された場合 

（３）提出資料が本実施要領の提出方法に適合しない場合 

（４）提出資料が本実施要領に示された条件に適合しない場合 

（５）提出資料の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき 

（６）虚偽の内容が記入されている場合 

（７）評価委員や関係職員に接触があった場合 

（８）委託料上限額を超える見積金額で提案された場合 

（９）参加表明者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

（１０）その他本実施要領に違反するなど評価委員会が不適格と認めた場合 

  

５.手続等 

（１）事務局 

岐阜県各務原市教育委員会事務局教育総務課教育総務係 

〒５０４－８５５５ 岐阜県各務原市那加桜町１丁目６９番地 

電話：０５８－３８３－１１１７（直通） 

ファクシミリ：０５８－３８９－０２１８ 

各務原市公式ウェブサイト：https://www.city.kakamigahara.lg.jp/ 

電子メール：kysomu@city.kakamigahara.gifu.jp 

（２）日程 

項目 日程 

募集開始（実施要領の公表） 令和７年１０月２８日（火） 

現場確認参加申込書（様式１）の提出期限 令和７年１０月３０日（木）１５時 

現場確認 令和７年１１月 ５日（水） 

質問書（様式２）の提出期限 令和７年１１月１１日（火） 

質問書に対する回答 令和７年１１月１４日（金） 

参加表明書（様式３）・企画提案書の提出期限 令和７年１１月２１日（金） 

プレゼンテーション・ヒアリング及び審査 令和７年１１月２８日（金） 

結果発表 令和７年１２月中旬 

（３）関係資料の配布･閲覧 

① 配布場所及び配布方法 

ア 事務局で配布 

※各務原市の休日を定める条例（平成３年各務原市条例第６号）に規定する休

日を除く（以下、「市役所開庁日」という。）、午前９時から午後５時までとす

る。 

イ 各務原市公式ウェブサイトからの閲覧 

各務原市公式ウェブサイト（https://www.city.kakamigahara.lg.jp/）に資料

の電子データを掲載する。 

② 募集開始日 

令和７年１０月２８日（火） 

③ 現場確認参加申込書の提出 

現場確認をしたい事業者は、現場確認参加申込書（様式１）により電子メールに

て事務局へ送付すること。なお、参加人数は１事業者２名までとする。 

mailto:kosodate@city.kakamigahara.gifu.jp
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④ 現場確認参加申込書の受付期間 

令和７年１０月３０日（木）１５時まで 

※受付期間は、市役所開庁日の午前９時から午後５時まで 

⑤ 質問書の提出 

質問は、質問書（様式２）により電子メールにて事務局へ送付すること。 

なお、電子メール以外では質問の受付はしない。 

⑥ 質問書の受付期間 

令和７年１１月１１日（火）まで 

※受付期間は、市役所開庁日の午前９時から午後５時まで 

⑦ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和７年１１月１

４日（金）に各務原市公式ウェブサイトにおいて公表する。 

なお、質問回答書は本実施要領の追加又は修正として、実施要領と同様に扱うも

のとする。 

 

６.参加表明書・企画提案書の提出手続き 

（１）提出期限 

令和７年１１月２１日（金）まで 

※受付時間は、市役所開庁日の午前９時から午後５時まで 

（２）提出場所 

教育委員会事務局教育総務課 

（３）提出方法 

① 直接持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は簡易書留郵便等配達完了の

確認ができる方法とし、期日までに必着とする。 

② 事務局による提出書類の受領確認後、参加表明書等受領書を交付する。 

③ 提出書類及び提出部数 

 

（４）提出書類の記入上の留意事項 

① 上記の提出書類を期限までに提出すること。なお、提出書類の作成に要した費用

及び報酬は提案事業者の負担とする。 

② 参加表明書（様式３）に代表者印を押印の上、提出すること。 

提出書類 部数 

参加表明書（様式３） 原本  １部  

会社概要（様式４） 

原本  １部  

（クリップ留め） 

写し １０部  

（クリップ留め） 

保育関連事業受注実績（様式５） 

見積書（様式６） 

期間提案書（任意様式） 

法人登記簿謄本（６ヵ月以内発行） 

印鑑証明書 

定款または寄附行為 

業務実施体制（通常時・土曜日運営時、長期休業期間運営時） 

統括責任者および業務責任者経歴書 

納税証明書（直近２年分） 

決算報告書（直近２年分） 

その他様式に定められたパンフレット等の資料 
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③ 企画提案書は一社一提案とする。任意様式にて用紙はＡ４版、片面１５枚以内と

し、下記内容を必ず記載すること。また、各ページにページ番号を付し、写しに

ついては社名およびロゴの部分に黒塗り等でマスキングを行うこと。 

⚫ 放課後児童クラブの運営管理及び創意工夫に関する提案 

⚫ 特別な支援を必要とする児童や外国籍児童への対応に関する提案 

⚫ 支援員等の確保体制に関する提案 

⚫ 業務責任者および従事者配置体制に関する提案 

⚫ 従事者に対する巡回指導及び研修計画に関する提案 

⚫ 事故・災害発生時等の緊急時における対応に関する提案 

なお、マニュアル等の添付資料がある場合は合わせて提出すること。 

④ 見積書（様式６） 

⚫ 見積額を記載欄に記入すること。また、添付書類として年度毎の積算内訳書を指

定の経費別に記入すること。 

⚫ おやつの選定にあたっては、特定原材料の表記について留意し、児童１人につき

１日７０円を目安とすること。 

⑤ 登録児童数 

令和７年度の放課後児童クラブ（学童保育）登録児童数及び令和８～１０年度ま

での登録児童予測数は次のとおりであるので、提案書作成の参考とすること。 

（土曜日運営箇所：鵜沼第二小学校放課後児童クラブ） 

 

ア 鵜沼地区登録児童数 

名  称 

４月７日時点 

（令和７年度） 

８月１日時点 

（令和７年度） 

４月１日時点 

土曜日 

（令和７年度） 

部屋数 登録児童数 部屋数 登録児童数 部屋数 登録児童数 

鵜沼第一小学校放課後

児童クラブ 

３ １２０人 ４ １６９人 － － 

鵜沼第二小学校放課後

児童クラブ 

４ １３４人 ４ １６８人 １ ２８人 

 

鵜沼第三小学校放課後

児童クラブ 

３ １２２人 ４ １５１人 － － 

 

 

緑苑小学校放課後児童

クラブ 

１ ２２人 １ ２８人 － － 

八木山小学校放課後児

童クラブ 

１ ２０人 １ ３０人 － － 

陵南小学校放課後児童

クラブ 

２ ６７人 ２ ９５人 － － 

各務小学校放課後児童

クラブ 

１ ３１人 １ ４１人 － － 

中央小学校放課後児童

クラブ 

２ ７１人 ２ １０９人 － － 

合計 １７ ５８７人 １９ ７９１人 １ ２８人 
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イ 今後の鵜沼地区 登録児童予測数 

年 度 

４月７日時点 ８月１日時点 ４月１日時点 

土曜日 

登録児童数 登録児童数 登録児童数 

令和８年度 ６２３人 ８３５人 ３３人 

令和９年度 ６４４人 ８７２人 ３５人 

令和１０年度 ６５６人 ８８２人 ３８人 

 

７.評価委員会 

参加表明書類及び企画提案書類の評価は、市職員及び学識経験者で構成された評価委

員会において、本市の定める評価項目により実施する。 

 

８.プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

参加表明書等の必要書類の提出後、企画提案に係るプレゼンテーション及び評価委員

会のヒアリングを実施する。なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場

合は、採点を行わない。 

（１） 実施日時：令和７年１１月２８日（金） 

（２） 場所：各務原市産業文化センター会議室（各務原市那加桜町２丁目１８６番地） 

（３） 提案：１提案者につきプレゼンテーション２０分以内、ヒアリング審査（質疑応

答）１０分程度 

（４） 留意事項 

① プレゼンテーションは、事前に提出された企画提案書等を用いて行うこととし、

差替え、追加資料は認めない。 

② 出席者は１提案者５人以内とする。 

③ プレゼンテーションでは、プロジェクターを使用し、企画提案書をスクリーンに

投影して説明することができることとする。ただし、市で用意する機材は、プロ

ジェクター、スクリーン、接続用ケーブルとし、パソコンは用意しない。プロジ

ェクターの使用を希望する場合は、事前に機種等について事務局に確認し、提案

者においてパソコンを持参すること。 

④ プレゼンテーション及びヒアリング審査の内容は、市が IC レコーダー等で記録

するものとする。ただし、記録内容については非公開とする。 

⑤ プレゼンテーション中は社名を伏せ、スクリーンに投影して説明する場合におい

ても、資料中の社名及びロゴが隠れるよう黒塗り等でマスキングを行うこと。 

⑥ ヒアリング終了後の回答内容の変更は不可とする。 

⑦ 開始時間等の詳細は、各提案者に別途通知する。なお、提案の順番については、

企画提案書の受付順とする。 

 

９.企画提案の審査等について 

（１）評価委員会において、提出された企画提案書等、プレゼンテーション及びヒアリ

ングを総合的に評価し、評価委員の評価点の合計点が最も高い者を選定する。ただ

し、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。 

（２）企画提案における評価項目、評価基準の概要、配点は「別表 放課後児童クラブ

運営業務委託プロポーザル評価基準表」の通りとする。 

（３）最低基準点 
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評価委員の評価点の合計が、５００点満点の５０％（２５０点）を最低基準点と

し、これを満たさない提案者は選外とする。 

 

（４）審査結果の通知 

全ての提案者に対して、文書で通知する。 

 

１０.契約関係 

（１）契約の締結 

①各務原市は、最高得点者を契約の最優先候補者とし、契約交渉を行うものとする。

ただし、最高得点者が選考後、参加資格要件を満たさないと認められた場合及び契

約交渉が不調の場合は、次に得点の高い事業者から順に契約交渉を行うものとする。 

②契約締結については、最優先候補者の提案書等を基に協議を行い、必要な範囲内に

おいて、変更、追加及び削除を行ったうえで、本契約の仕様に反映させることが出

来るものとする。 

③指名審査委員会の審議を経た後、手続きに入る。指名審査委員会の審議の結果、契

約を締結しないことがあるため、最優先候補者は、本プロポーザルの選定をもって

当然に契約を締結しうる権利を有するものではない。 

（２）契約の変更 

部屋数又は利用児童数等の変動により経費に変動がある場合または物価の急激な

変動等不可避な社会情勢の変動が生じた場合は、双方の協議により変更契約できるも

のとする。 

 

１１.開設準備期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日までの間を開設準備期間とし、仕様書に掲げ

る支援員等の確保、指揮命令系統の確立、事業を引き継ぐための研修などを行うもの

とする。なお、開設の準備に要する費用は、最優先候補者の負担とする。 

 

１２.その他 

（１）本件公募型プロポーザルの参加に係る費用は全て提案者の負担とし、参加報償費

等は支払わない。 

（２）提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは、原則として認めない。 

（３）提出された書類は、評価に必要な範囲において複製することができる。また、市

が必要と認めた場合、書類の追加提出を求めることがある。 

（４）仕様書は、プロポーザルにあたり本業務に対する市の考えをまとめたものであり、

市と受託者が協議の上、企画提案時に示した見積金額を上限として、内容を確認、

変更できるものとする。 

（５）提出された書類は、各務原市情報公開条例（平成１１年条例第２号）に基づく情

報公開請求があったときは、原則として公開する。ただし、同条例第６条第１項各

号に規定する非公開事由に該当する部分があると市が認めたときは、該当部分を非

公開とすることがある。著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号

に規定する著作物として、同法第１８条第３項第３号に規定する意思表示をする場

合には、提案書等に意思表示する旨及び、該当箇所を明記すること。ただし、開示

非開示の判断は、市が同条例に基づき企画提案書を参考に客観的に判断する。 

（６）提案採用者とならなかった者の提出書類一式は原則として返却する。 

（７）本プロポーザルの提案者が１者であっても審査を行う。 

（８）感染症の拡大など、やむを得ない理由等により、市がプロポーザルを実施できな
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いと判断した場合は、本プロポーザルを延期または中止することがある。 

（９）メール等の通信事故について、市は一切責任を負わない。 


